
指定通所介護 デイサービスこうめちゃん 運営規程 

 

 

（目的） 

第１条 社会福祉法人静和会が開設経営する指定通所介護事業所が行う指定通所介護の適

正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、指定通所介護事業

所の生活相談員及び看護師、准看護師等の「看護職員」、介護職員、機能訓練指導員

（以下「通所介護従業者等」という）が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指

定通所介護を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 指定通所介護事業所の通所介護従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに

その家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機

能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 

２ 指定通所介護の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを

提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 指定通所介護事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 一 名称  デイサービスこうめちゃん 

 二 所在地 静岡県三島市梅名５８５－２ 

 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 指定通所介護事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりと 

する。 

 一 管理者 １名 

   管理者は、指定通所介護事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う。 

 二 通所介護従業者   生活相談員 １名以上 

             介護職員  ４名以上 

             看護職員  １名以上 

通所介護従業者は、指定通所介護の業務に当たる。 

生活相談員は、指定通所介護事業所に対する指定通所介護の利用の申し込みに係る

調整、他の通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の通所介護

従業者等と協力して通所介護計画の作成等を行う。 

看護職員は、各利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。 

介護職員は、入浴介助等の日常生活上必要な介護を行う。 

三 機能訓練指導員 １名以上 

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導

助言を行う。 

 



（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

  一 営業日 月曜日～土曜日（休日：日曜日・１２月３０日～１月３日。但し、利用者の

要望等により臨時の営業日・休業日を設けることがある。この場合、利用者

等及び関係各所へ相当期間の猶予をおき、文書等による事前通知をもって

実施するものとする。） 

 二 営業時間      ８時００分～１７時３０分 

 三 サービス提供時間  ９時１０分～１６時１５分 

 

（指定通所介護の利用定員） 

第６条 指定通所介護事業所の利用定員は、１日３０人とする。 

 

（指定通所介護の内容） 

第７条 指定通所介護の内容は、次のとおりとする。 

一 日常生活上の援助 

   ア 排泄の介助 

   イ 移動の介助 

   ウ 食事の介助 

   エ その他必要な身体の介護 

二 指定通所介護の施設における入浴サービス 

  ・入浴形態 

   ア 一般浴槽による入浴 

   イ 機械浴槽による入浴 

・介助の種類（必要に応じて行う） 

    ア 衣類の着脱 

    イ 身体の清拭、洗髪、洗身 

    ウ その他必要な介助 

三 送迎サービス 

   障害の程度、地理的条件により送迎を必要とする利用者については専用車輌により

送迎を行う。また、必要に応じて送迎車輌への乗降及び移動の介助を行う。 

四 機能訓練サービス 

   利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並び利用者

の活性化を図るため各種サービス（機能訓練向上サービス）を提供する。 

   ア 日常生活動作に関する訓練 

   イ レクリエーション 

   ウ 体操 

   エ 趣味活動 

   オ 行事的活動 

五 健康状態の確認 

六 相談、助言等に関する事 

  利用者及びその家族の日常生活における介助等に関する相談及び助言を行う。  

 

 



（利用料及びその他の費用の額） 

第８条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定

通所介護が法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に示されている割合の額

とする。（介護保険負担割合証の確認のもと） 

２ 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。 

一 昼食代                 ６８０円 

二 おむつ代 （尿取りパット）        ７０円 

       （紙おむつ）         １６０円 

       （紙パンツ）         １８０円 

三 レクリエーション費は実費 

四 その他、指定通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必

要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると

認められるものについては、その実費。      

  五 緊急入院等やむを得ない場合を除き、利用者の都合で指定通所介護が当日キャン

セルになった場合には、６８０円（昼食代相当）を徴収する。 

 ３ 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に 

対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得る。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第９条 通常の事業の実施地域は、三島市（但し、東海道新幹線線路より南側の地域）、函

南町（但し、平井・丹那・軽井沢・田代・上沢の５地域は除く）、伊豆の国市（但し、

旧韮山町に限る）、清水町（但し、徳倉と中徳倉地区は除く）沼津市大平とする。 

 

（サービス利用に当たっての留意事項） 

第１０条 利用者は指定通所介護の提供を受ける際に、次の事項について留意するものと

する。 

一 サービスの利用に当たっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康

状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１１条 事業者は、指定通所介護の実施中に、事故が発生した場合は、速やかに主治医、

市町村、当該利用者の家族等、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者又は地域包

括支援センター等に連絡し適切な措置を行うこととする。また、主治医等へ連絡が困

難な場合は緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。 

２ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければ

ならない。 

３ 事業者は、指定通所介護の実施中に賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速や

かに行わなければならない。 

４ 当事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。 

 

（非常災害対策） 

第１２条 事業者は、消防法に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成するととも

に、当該計画に基づく次の業務を実施する。 



 一 消火、通報及び避難の訓練(年二回) 

 二 消防設備、施設等の点検及び整備 

 三 従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督 

 四 その他防火管理上必要な業務 

 

（衛生管理及び通所介護従業者の健康管理等） 

第１３条 事業者は、指定通所介護に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、

常に衛生管理に十分留意するものとする。 

２ 事業者は、通所介護従業者等に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとと

もに、年 1回以上の健康診断を受診させるものとする。 

 

（秘密保持等） 

第１４条 事業者及び通所介護従業者等は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密保

持を厳守する。 

２ 事業者は、通所介護従業者等であった者が業務上知り得た利用者及びその家族の秘

密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。 

３ 通所介護従業者等が、サービス担当者会議等において利用者及びその家族の情報を使

用する場合は、利用者及びその家族の同意を得るものとする 

 

（苦情処理） 

第１５条 提供した指定通所介護に関する利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速

かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、

改善措置、利用者及びその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じる

ものとする。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１６条 事業者は、指定通所介護の社会的使命を十分認識し、職員の資質の向上を図るた

め、職員に研究・研修の機会を設け、業務体制を整備する。 

２ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、社会福祉法人静和会理事会の

承認を得て定めるものとする。 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第 17条 

 虐待の発生またはさいはつを防止するため以下の措置を講じる。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し 

（テレビ電話装置等の活用を可能とする） 

その結果について従業者に周知徹底を図る。 

（２） 虐待防止のための指針を整備する 

（３） 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する 

（４） 措置を適切に実施するために担当者を置く 

 

附 則 

この規程は、平成２１年 ４月１日より施行する。 

この規程は、平成２２年 ４月１日より施行する。（第５条営業日、第６条利用定員変



更） 

この規程は、平成２２年１１月１日より施行する。（第８条利用料変更） 

この規程は、平成２３年 ４月１日より施行する。（第５条営業日変更） 

この規程は、平成２４年 ４月１日より施行する。（第５条営業日変更） 

この規定は、平成２５年 ６月１日より施行する。（第３条所在地、第４条職員数、第５条

定員、第７条入浴形態、第８条利用料変更） 

この規定は、平成２６年 ４月１日より施行する。（第８条利用料変更） 

この規程は、平成２７年 ４月１日より施行する。（第１条・第２条の二・第４条の二職務

内容補足、第８条利用料３項追加） 

この規程は、平成２７年 ８月１日より施行する。（第８条利用料変更） 

この規程は、平成３０年６月１日より施行する。（第５条営業時間等、第８条利用料変更 

この規定は令和３年４月１日より施行する。（第１７条 虐待防止のための措置に関する事

項変更） 

この規定は令和４年７月１日より施行する。（第５条三項変更 サービス提供時間変更） 

この規定は令和 6年 4月 1日より施行する。（第８条二項変更 利用料及びその他の費用の

額、および第 9条・通常の事業の実施地域の変更） 

 


